様式第3号（第3条関係）

第　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様


印



公文書開示請求の却下について(通知)


　　　　年　　月　　日付けで請求のありました公文書の開示については、次のとおり却下することと決定したので、通知します。

	却下理由
	

	所管課
	電話　　　　　　　　　　　　 (内線　　　　)

	備考
	

	注意事項
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、豊郷町長に対して、行政不服審査法（平成26年法律第68号)による審査請求をすることができます。



